
内 容：個別による面接審査（相談）

必要書類：借入申込書（各商工会にあります）

○個人営業の方 ・企業概要書（初めて利用される方）

・申告決算書【令和６年分・令和７年分（写し）】

○法人営業の方 ・企業概要書（初めて利用される方）

・法人の履歴事項全部証明書又は登記簿謄本（初めて

利用される方）

・最近２期分の確定申告書、決算書

・最近の試算表（決算後６か月以上経過している場合）

※事前の融資相談は、事業所所在地の各商工会へご連絡ください

貸付利率は令和８年６月１日、現在の利率（年利％）は下記の通りです

但し、保証人や担保の有無によって、下記の貸付利率は変動します

□一般貸付 基準金利（固定金利）３.５０～５.２０％

□マル経融資（小規模事業者経営改善資金） ２.６０％（無担保・無保証）

有田郡商工業者のみなさまへ

令和８年度 広域金融相談事業

（株）日本政策金融公庫和歌山支店との連携で「一日金融公庫」を開催いたします

「一日金融公庫」とは、公庫の融資担当者が来会され、ヒアリングと関係書類による

審査を行い、短い日数で融資の決定を行う事業です（但し、審査の結果ご希望に添えな

い場合がありますので、あらかじめご了承の上お申し込み下さい）

金融に関する相談や事業承継に関する相談のみでも構いませんので、所属されている

商工会へお気軽にお問い合わせください

202６年

湯浅町商工会：0737-63-3535 広川町商工会：0737-63-5611
有田川町商工会：0737-52-5701

【申込・お問い合わせ先】有田経営支援センター

※各商工会へご連絡ください
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